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区
議
会
で
は
、
区
民
の
み
な
さ
ん

の
生
活
に
関
わ
る
様
々
な
問
題
に
つ

い
て
活
発
に
議
論
を
展
開
し
て
い
ま

す
。
本
会
議
を
は
じ
め
、
常
任
委
員

会
、
議
会
運
営
委
員
会
、
特
別
委
員

会
は
ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。�

��

　
本
会
議
や
委
員
会
の
傍
聴
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、「
傍
聴
券
」
が
必
要
で
す
。�

　
傍
聴
の
申
込
み
は
、
開
会
予
定
時

刻
の
１
時
間
前
か
ら
30
分
前
ま
で

本
庁
舎
中
央
館
６
階
の
区
議
会
事
務

局
で
受
付
け
て
い
ま
す
。
定
員
を
超

え
た
場
合
は
抽
選
を
行
い
、
定
員
に

満
た
な
い
場
合
は
先
着
順
に
傍
聴
券

を
お
渡
し
し
ま
す
。�

　
傍
聴
券
に
住
所
・
氏
名
を
記
入
し

て
い
た
だ
き
、
係
員
に
提
示
し
、
本

会
議
場
、
委
員
会
室
に
入
っ
て
い
た

だ
き
ま
す
。�

　
な
お
、
お
帰
り
の
際
に
、
傍
聴
券

を
返
却
し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

紛
失
さ
れ
な
い
よ
う
に
ご
注
意
下
さ
い
。�

　
会
議
日
程
に
つ
い
て
は
区
議
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
若
し
く
は
、
お
電
話
で

ご
確
認
く
だ
さ
い
。�
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今
定
例
会
で
可
決
し
た�

意
見
書

意
見
書（（
全
文
）

全
文
）��
今
定
例
会
で
可
決
し
た�
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今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
３
件
で
す
。
意
見
書
は
、
関
係

機
関
に
送
付
い
た
し
ま
し
た
。�

���

　
平
成
16
年
度
に
お
け
る
国
の
予
算

編
成
で
は
、
三
位
一
体
の
改
革
の
名

の
下
に
、
本
来
あ
る
べ
き
国
・
地
方

を
通
ず
る
構
造
改
革
と
は
異
な
り
、

地
方
交
付
税
な
ど
一
般
財
源
の
大
幅

な
削
減
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
国
の

財
政
健
全
化
方
策
に
特
化
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
地
方
自
治
体
の
行
財
政

運
営
の
実
情
を
踏
ま
え
た
も
の
と
な

っ
て
い
な
い
。�

　
三
位
一
体
の
改
革
は
、
税
源
移
譲

と
国
庫
補
助
負
担
金
の
廃
止
・
縮
減

を
一
体
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

ま
た
地
方
交
付
税
は
、
地
方
自
治
体

が
行
う
べ
き
事
務
事
業
及
び
住
民
サ

ー
ビ
ス
に
影
響
が
生
じ
る
こ
と
が
な

い
よ
う
、
そ
の
所
要
総
額
が
確
保
さ

れ
る
こ
と
が
地
方
行
財
政
運
営
に
お

い
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。�

　
特
に
、
税
源
移
譲
に
つ
い
て
は
暫

定
的
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
も
の
の
、

税
源
移
譲
が
本
来
目
指
す
べ
き
規
模

に
比
べ
て
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
た

め
、
地
方
自
治
体
の
行
財
政
運
営
に

大
き
な
打
撃
を
与
え
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
市
民
生
活
や
地
域
経
済
に

多
大
な
影
響
を
も
た
ら
す
事
態
を
招

来
し
て
い
る
。�

　
政
府
は
、
６
月
４
日
に
「
経
済
財

政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本

方
針
２
０
０
４
」
を
閣
議
決
定
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
当
改
革
を
「
真

の
地
方
分
権
確
立
の
た
め
の
改
革
」

と
す
る
た
め
に
は
、
地
方
の
実
情
等

を
十
分
勘
案
し
た
上
で
、
住
民
が
安

全
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
配
慮

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
真
の
地
方
分
権
に

向
け
地
方
財
政
を
充
実
す
る
た
め
、

下
記
事
項
の
早
期
実
現
を
強
く
求
め

る
も
の
で
あ
る
。�

１
　
税
源
移
譲
に
つ
い
て
は
、
国
と

地
方
の
役
割
分
担
に
応
じ
た
税
源

移
譲
を
早
急
に
実
現
し
、
当
面
１

対
１
と
な
る
規
模
で
実
施
す
る
こ
と
。�

２
　
国
庫
補
助
負
担
金
の
廃
止
及
び

縮
減
は
、
国
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
水

準
を
維
持
し
て
国
の
責
任
を
後
退

さ
せ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
単
な
る

地
方
へ
の
財
政
負
担
の
転
嫁
と
せ

ず
、
税
源
移
譲
等
と
一
体
的
に
実

施
す
る
こ
と
。�

３
　
地
方
の
判
断
で
弾
力
的
に
投
資

が
可
能
と
な
る
よ
う
、
地
方
債
の

自
発
的
な
発
行
を
早
期
に
実
施
出

来
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。�

　
　
　
　
　
　
　
（
６
月
23
日
議
決
）�

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、

内
閣
官
房
長
官
、
総
務
大
臣
、
財
務

大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
、
経
済
財
政

政
策
担
当
大
臣
あ
て
）�
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廃
棄
物
処
理
が
深
刻
な
社
会
問
題

と
な
っ
て
い
る
中
で
、
一
般
廃
棄
物

の
容
積
の
約
６
割
を
占
め
る
容
器
包

装
廃
棄
物
を
減
量
し
、
リ
サ
イ
ク
ル

を
促
進
す
る
た
め
、
平
成
９
年
４
月

に
、
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
が
施

行
さ
れ
た
。�

　
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
は
、
事

業
者
に
再
商
品
化
の
義
務
を
課
し
、

収
集
、
運
搬
、
分
別
、
保
管
等
は
地

方
自
治
体
の
負
担
で
行
う
こ
と
を
義

務
付
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
容

器
包
装
の
リ
サ
イ
ク
ル
率
が
上
が
る

ほ
ど
経
費
の
負
担
が
重
く
な
り
、
地

方
自
治
体
の
財
政
を
圧
迫
し
て
い
る
。

一
方
で
、
事
業
者
の
費
用
負
担
が
比

較
的
少
な
い
た
め
、
容
器
包
装
の
発

生
抑
制
効
果
に
乏
し
く
、
使
い
捨
て

型
ワ
ン
ウ
ェ
イ
容
器
の
大
量
生
産
、

大
量
廃
棄
の
構
造
は
、
現
在
も
是
正

さ
れ
て
い
な
い
。�

　
こ
の
た
め
、
平
成
12
年
６
月
に
施

行
さ
れ
た
循
環
型
社
会
形
成
推
進
基

本
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
拡
大
生

産
者
責
任
」
を
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク

ル
法
に
も
適
用
し
、
事
業
者
の
責
任

を
明
確
に
し
た
上
で
、
収
集
、
運
搬
、

分
別
、
保
管
等
に
関
す
る
費
用
を
事

業
者
負
担
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。�

　
ま
た
、
容
器
包
装
の
リ
デ
ュ
ー
ス

（
発
生
抑
制
）、
リ
ユ
ー
ス
（
再
使
用
）、

リ
サ
イ
ク
ル
（
再
生
利
用
）
を
推
進

す
る
た
め
の
法
令
等
の
整
備
が
喫
緊

の
課
題
で
あ
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
拡
大
生
産
者
責
任

を
明
確
化
し
、
容
器
包
装
の
リ
デ
ュ

ー
ス
、
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
を

推
進
す
る
た
め
、
下
記
事
項
を
含
む

容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
見
直
し

を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。�

１
　
拡
大
生
産
者
責
任
に
基
づ
き
、

容
器
包
装
の
収
集
、
運
搬
、
分
別
、

保
管
等
に
か
か
る
費
用
を
事
業
者

負
担
と
す
る
こ
と
。�

２
　
容
器
包
装
が
リ
デ
ュ
ー
ス
、
リ

ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
優
先
順

位
で
推
進
さ
れ
る
よ
う
な
措
置
を

講
じ
る
こ
と
。�

　
　
　
　
　
　
　
（
６
月
23
日
議
決
）�

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、

経
済
産
業
大
臣
、
環
境
大
臣
あ
て
）�

�����������

　
我
が
国
の
犯
罪
件
数
は
年
々
増
加

し
、
そ
の
内
容
も
凶
悪
化
、
低
年
齢

化
し
て
お
り
、
治
安
は
急
速
に
悪
化

の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
状
況
の
中
で
、
犯
罪
被
害
者
と
そ

の
家
族
は
、
堪
え
難
い
痛
手
を
受
け

な
が
ら
、
社
会
か
ら
偏
見
と
好
奇
に

さ
ら
さ
れ
、
正
当
な
援
助
を
受
け
る

こ
と
も
な
く
、
精
神
的
、
経
済
的
苦

痛
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。�

　
司
法
の
場
に
お
い
て
も
、
平
成
12

年
に
「
犯
罪
被
害
者
等
の
保
護
を
図

る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措

置
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、

公
判
手
続
の
傍
聴
、
公
判
記
録
の
閲

覧
及
び
謄
写
等
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
犯
罪
被
害
者
は
刑
事
手
続

か
ら
は
除
か
れ
、
被
告
人
へ
の
質
問

や
反
論
な
ど
の
関
与
手
続
が
認
め
ら

れ
て
い
な
い
。�

　
ま
た
、
犯
罪
被
害
者
が
加
害
者
に

対
し
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
た
め
に

は
、
刑
事
裁
判
と
は
別
に
民
事
裁
判

を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が

現
状
で
、
こ
の
こ
と
は
、
犯
罪
被
害

者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
犯
罪
の
直

接
的
な
被
害
に
加
え
、
さ
ら
に
多
大

な
負
担
を
強
い
て
い
る
。�

　
以
上
の
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
者
と

そ
の
家
族
の
権
利
は
尊
重
さ
れ
な
い

一
方
で
、
被
疑
者
や
被
告
人
の
人
権

だ
け
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
我
が
国
の
司
法
制

度
の
現
状
を
是
正
す
る
と
と
も
に
、

犯
罪
被
害
者
の
人
権
保
障
と
尊
厳
を

守
る
観
点
か
ら
も
、
被
害
回
復
の
た

め
の
犯
罪
被
害
者
救
済
制
度
の
拡
充

を
図
る
こ
と
は
、
国
の
重
要
な
責
務

で
あ
る
。�

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
犯
罪
被
害
者
の
救

済
と
被
害
回
復
制
度
の
拡
充
の
た
め
、

下
記
事
項
の
早
期
実
現
を
強
く
求
め

る
も
の
で
あ
る
。�

１
　
犯
罪
被
害
者
の
権
利
を
十
分
に

保
障
す
る
刑
事
司
法
を
実
現
す
る

こ
と
。�

２
　
犯
罪
被
害
者
が
実
質
的
に
刑
事

手
続
に
参
加
で
き
る
制
度
（
訴
訟

参
加
）
を
創
設
す
る
こ
と
。�

３
　
犯
罪
被
害
者
が
刑
事
手
続
に
附

帯
し
て
民
事
上
の
損
害
賠
償
請
求

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
制
度
（
附

帯
私
訴
）
を
確
立
す
る
こ
と
。�

　
　
　
　
　
　
　
（
６
月
23
日
議
決
）�

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、

法
務
大
臣
、
国
家
公
安
委
員
会
委
員

長
あ
て
）�
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足
立
区
議
会
で
は
、
区
民
の
願

い
で
あ
る
大
学
誘
致
の
た
め
に
、

全
議
員
に
よ
る
「
足

立
区
議
会
大
学
等

誘
致
促
進
議
員
連

盟
」
を
発
足
さ
せ
、

要
望
書
を
提
出
す

る
な
ど
し
、
誘
致

活
動
を
し
て
ま
い

り
ま
し
た
。�

　
そ
の
結
果
、
５

月
28
日
東
京
芸
術

大
学
よ
り
、
「
音

楽
学
部
音
楽
環
境
創
造
科
を
中
心

に
、
音
楽
関
連
学
部
の
一
部
を
足

立
区
内
に
設
置
す
る
方
向
で
今
後

話
を
進
め
た
い
。」

と
の
回
答
を
得

ま
し
た
。�

　
今
後
は
、
大

学
側
と
の
協
議

が
整
い
次
第
設

計
を
行
い
、
来

年
４
月
か
ら
工

事
に
入
る
予
定

で
す
。�

　
開
設
は
平
成

18
年
４
月
の
予
定
で
す
。�

傍
聴
の
受
付
に
つ
い
て�

足 立 区 議 会 だ よ り �




